
  

 

大口町では、下記のとおり一般不妊治療費の助成事業を実施しています。 

 

対象となる治療：産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医

療機関で受けた保険外診療の人工授精にかかる治療 

 

対 象 者：法律上の婚姻をしている夫婦（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者も含む）であって、不妊症と診

断され人工授精の治療を開始した時点の妻の年齢が４３歳未満で、

治療期間および申請日において夫又は妻のいずれか一方又は両方

が大口町に住所があるご夫婦 

 

助 成 額：治療に要した自己負担額の１／２の額（１年度あたりの上限は４

万５千円）を限度に助成開始月から通算で２年間まで助成を受け

られます。 

 

申 請 方 法：「大口町一般不妊治療費助成事業申請書」に下記の書類を添付し

てこども課へ申請してください。 

① 一般不妊治療費助成事業受診等証明書 

② 医療機関発行の治療に要した費用にかかる領収書の原本とそ

の写し 

③ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類、ま

たは事実婚関係であることを証明する書類 

④ 住所地を証明する書類  

       ※③のうち法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる

書類と④は「大口町一般不妊治療費助成事業に関する同意書」の

提出があれば必要ありません。 

       ※申請は、３月から翌年２月までの診療分について治療終了日の属

する年度内（４月から翌年３月まで）に行ってください。 

       ※申請の際に、ご夫婦の健康保険証をお持ちください。 

 

 

※ 特定不妊治療費助成制度については江南保健所へお問い合わせください。 

（ＴＥＬ５６－２１５７） 

 

【 大口町役場こども課 ＴＥＬ ９４－１２２２ 】 

 


